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出 席 者 運営協議会委員１５名（欠席２名） 

市民部長、保険年金課長、国民健康保険広域化等担当副

参事 

事務局３名 合計２１名 

公 開 

等 

非 公 開 

           会議録等の  全部 

秘密会の議決 有・○無        有  ・○無  

           非公開議決  一部 

傍 聴 人 有・○無  

会 議 次 第 日程第１ 会長の選任について 

日程第２ 職務代理の選任について 

日程第３ 平成３０年度の国民健康保険税の改定について 

日程第４ 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について 

日程第５ その他 

会 議 の 記 録 別紙会議録のとおり 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 



村上部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾崎市長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定刻となりましたので、ただいまか

ら、「平成３０年度第１回東大和市国民健康保険

運営協議会」を開催させていただきます。  

本協議会は、今年度より、新たな委員任期とな

ります。そこで、今回の会議につきましては、こ

の後、会長並びに職務代理が決まるまでの間、市

民部長の私、村上のほうで司会進行を務めさせて

い た だ き ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま

す。  

それでは、始めに尾崎市長より、委嘱状の交付

をお願いたします。  

 

（市長より各委員へ委嘱状交付）  

 

ありがとうございました。続きまして、尾崎市

長よりご挨拶をお願いいたします。  

皆さん、こんにちは。尾崎でございます。本日

は、ご多忙の中、平成３０年度第１回国民健康保

険運営協議会にご出席を賜りまして、誠にありが

とうございます。また、この度は、本協議会の委

員にご就任いただき、当市の国民健康保険事業の

運営に多大なるご尽力を賜りますことを、厚く御

礼を申し上げます。  

国民健康保険は、国民皆保険の土台となって、

市民の皆様の医療の確保と健康の保持、増進に大

きく寄与する重要な制度でありますが、他の公的

医療保険と比べて、加入者の年齢構成が高く、医

療費が多くかかるなどの構造的な問題を抱えてお

ります。  
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この問題の解決のため、今年度から都道府県が

市区町村と共に保険者となる国民健康保険の広域

化が行われました。今後は、都道府県が財政運営

の責任主体となり、国民健康保険財政の健全化を

進めてまいります。  

当市におきましても、昨年度は本協議会にも、

お力添えをいただく中で、財政健全化の取組のひ

とつである国民健康保険税率等の見直しを行い、

改訂を行いました。また、保健事業といたしまし

ては、糖尿病等重症化予防事業やジェネリック医

薬 品 利 用 差 額 通 知 事 業 等 を 積 極 的 に 進 め る と 共

に、新たに東大和市ロンドみんなの体育館との連

携事業を始めるなど、市民の皆様の健康の保持、

増進、医療の適正化に取り組んでおります。  

委員の皆様におかれましては、今後とも国民健

康保険事業の安定的な運営にご協力を賜りますよ

うお願いを申し上げ、私の挨拶とさせていただき

ます。本日は、誠にありがとうございます。  

ありがとうございました。続きまして、新しい

委員任期の第１回目の会議ということになります

ので、恐れ入りますが委員の皆様より、自己紹介

をお願いいたします。  

本日お配りいたしました資料の一番最後に、東

大和市国民健康保険運営協議会委員名簿を配布し

てございますので、この名簿順に、恐れ入ります

がご挨拶をお願いしたいと存じます。よろしくお

願いします。  

 

（各委員より自己紹介）  
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ありがとうございました。次に担当職員の紹介

をさせていただきます。  

（各職員から自己紹介）  

 

どうぞよろしくお願いいたします。なお、市長

は、この後公務がございますので、申し訳ござい

ませんが、ここで退席とさせていただきます。  

よろしくお願いします。（市長退席）  

それでは、これよりは着座にて進行を進めさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

続きまして、初めて委員となる方もいらっしゃ

いますことから、市の国民健康保険運営協議会の

概要につきまして、保険年金課長より説明を申し

上げます。  

では、私から国民健康保険運営協議会の概要に

つきまして、ご説明申し上げます。着座にて失礼

をさせていただきます。  

平成２９年度からの引き続きとなられます委員

の皆様方には、既にご承知の内容となるものでご

ざいますが、ご確認の意味で、少々お時間をいた

だきたいと存じます。  

お手元の資料の１ページ、こちらに「東大和市

国民健康保険運営協議会について」の資料がござ

いますので、こちらをご覧いただければと存じま

す。  

本協議会は、東大和市における国民健康保険事

業に関する事項や予算、決算等につきまして、意

見の交換や調査、審議を行うために設けられてい
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村上部長  

るものでございます。また、必要に応じまして協

議会といたしまして、市長へ意見の具申等をいた

だくということとなってございます。  

委 員 の 構 成 と い た し ま し て は 、 被 保 険 者 の ほ

か、国保事業にかかる関係者の代表の方にご参加

いただいております。  

内訳といたしましては、被保険者を代表とする

委員が５名、保険医または保険薬剤師を代表する

委員が５名、公益代表いわゆる学識経験者として

５名、また被用者保険等の保険者を代表とする委

員として２名、計１７名で構成されております。  

市の非常勤特別職として、任期を３年とさせて

いただいております。  

なお、昨年度の開催の実績といたしましては、

５回開催をいたしました。各回の議題につきまし

ては、資料に記載のとおりとなってございます。  

以上で、簡単ですが概要の説明とさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。  

ありがとうございました。それでは、ただ今よ

り議事に入らせていただきます。事務局から、本

日の会議の成立についてご報告をお願いします。  

本日の出席委員でございますが、委員総数１７

名中、出席委員１５名でございます。また、東大

和市国民健康保険条例第２条に定めます各選出区

分からのご出席がございますので、東大和市国民

健康保険運営協議会規則第７条により、会議は成

立しておりますので、お知らせいたします。以上

です。  

はい、ありがとうございました。それでは、お
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手元にお配りいたしました議題により、進めさせ

ていただきます。  

まず、次第の「日程第１  会長の選任」でござ

います。  

（会長の選任について説明）  

（会長について選任）  

よろしければ、拍手でご承認をいただければと

思います。  

（拍手）  

それでは、会長が決まりましたので、こちらの

会長席へお移りいただきたいと存じます。  

それでは、会長からご挨拶をいただきまして、

今後の日程につきましては、会長にお願いしたい

と存じます。会長よろしくお願いします。  

（会長よりご挨拶）  

（拍手）  

それでは、「日程第２  職務代理の選任」につ

きまして、事務局から説明をお願いします。  

（職務代理の選任について説明）  

（職務代理について選任）  

よろしければ、皆様拍手でお願いいたします。  

（拍手）  

拍手多数ということで、ご承認いただきました

ので、職務代理からご挨拶をお願いできますでし

ょうか。  

（職務代理よりご挨拶）  

どうもありがとうございました。続きまして、

本日の議事録署名人の指名をさせていただきたい  

と思います。  
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（議事録署名人を指名）  

それでは、早速議事に入らせていただきます。

「日程第３  平成３０年度国民健康保険税につい

て」でございます。事務局より説明をお願いしま

す。  

資料３ページ、平成３０年度の国民健康保険税

の改定についてご説明させていただきます。  

１、保険税の決まり方をご覧ください。国民健

康保険税の決まり方につきまして、概要を説明さ

せていただきます。  

①国民健康保険の保険税は、医療分、後期高齢

者 支 援 金 分 、 介 護 分 の ３ 区 分 で 構 成 し て お り ま

す 。 医 療 分 に つ き ま し て は 、 医 療 給 付 に か か る

分、後期高齢者支援金分につきましては、７５歳

以上の方の医療制度であります後期高齢者医療制

度への支援分、介護分につきましては、４０歳か

ら６４歳までの介護保険第２号被保険者にかかる

介護保険制度への納付分となっております。それ

ぞれにおきまして、課税額が計算されまして、そ

の合算が保険税額となります。  

②といたしまして、①でご説明いたしました医

療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれに

つきまして、被保険者の所得に応じて課税される

所得割と、被保険者に等しく課税されます均等割

の 課 税 額 が 計 算 さ れ ま す 。 所 得 割 に つ き ま し て

は、前年の総所得金額から基礎控除として３３万

円を差し引いた額に、税率を乗じます。均等割に

つきましては、被保険者数に税額を乗じます。  

③といたしまして、医療分、後期高齢者支援金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分、介護分のそれぞれに課税限度額が設けられて

おります。  

続きまして、２の保険税率等をご覧ください。

平成３０年度の国民健康保険税率の改訂内容につ

きましては、平成２９年度の第３回の運営協議会

にて、諮問させていただきました。国民健康保険

の財政の健全化に向け、市民の健康保持増進を積

極的に進め、医療費の適正化等に取り組み、合わ

せ て 一 般 会 計 か ら の 繰 り 入 れ に よ る 赤 字 補 て ん

を、６年を目処に解消を目指すことから、平成３

０ 年 度 の 国 民 健 康 保 険 税 率 を １ 人 あ た り ６ ． ２

５％に改訂する内容で諮問をさせていただき、こ

の内容を承認する答申をいただきました。これに

基づく、国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を、平成３０年第１回市議会定例会に上程させ

ていただきまして、原案どおり可決されました。  

次の保険税率等でご説明いたしますのは、平成

２９年度と平成３０年度の比較表になっており、

所得割率や均等割において、１人あたりの改定率

６．２５％を反映したものとなっております。  

医療分より順次ご説明いたします。医療分につ

きまして、所得割が平成２９年度５．６４％を平

成３０年度に５．９５％に、均等割、被保険者１

人について、２万６，５００円を２万８，０００

円に、課税限度額５２万円を５８万円に改定いた

しました。  

後期高齢者支援金分につきまして、所得割１．

６ ８ ％ を １ ． ７ ８ ％ に 、 均 等 割 ７ ， ９ ０ ０ 円 を

８，５００円に、課税限度額１７万円を１９万円
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に改訂させていただきました。  

介護分につきまして、所得割１．８３％を１．

９０％、均等割１万８００円を１万６００円、課

税限度額は、１６万円でそのまま据え置きとなっ

てございます。  

平成３０年度の国民健康保険税の改訂につきま

して、説明は以上であります。  

どうもありがとうございました。ただいま説明

が終わりました。ご意見、ご質問がおありでしょ

うか。  

（意見・質問なし）  

「日程第３  平成３０年度の国民健康保険税の

改定について」を終わりとさせていただきます。  

引き続き、「日程第４  東大和市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について」でござい

ます。ご説明をお願いします。  

「日程第４  東大和市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について」ご報告させていただ

きます。  

本年３月３１日に、地方税法施行令等の一部を

改正する政令が公布されたことに伴いまして、東

大和市国民健康保険税条例の改正が必要となりま

したが、特に緊急を要し、また議会を招集する時

間的な余裕がないことから、地方自治法第１７９

条第３項の規定に基づきまして、次に開催される

東大和市議会６月定例会へ報告する予定でござい

ます。  

それでは、改正内容につきまして、ご説明申し

上げます。今回の資料５ページから９ページが改



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正条例の新旧の対照表となっております。改正し

た部分につきまして、網掛けにしております。同

資料の１０ページにつきましては、今回の改正の

内容及び内容の説明及び軽減対象世帯拡大のイメ

ージ図となっておりますので、ご参考にしていた

だきたいと存じます。  

改正点は、主に３点ございます。１点目は、国

民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額を

５４万円から５８万円に引き上げ、所得割の税率

を１００分の６．０から１００分の５．９５と引

き下げるものであります。先ほど、副参事からご

説明させていただきました保険税率につきまして

は、これらを踏まえました改正後の限度額及び税

率となってございます。  

２点目につきましては、低所得世帯に対して、

国民健康保険税額の７割、５割または２割を軽減

する制度がございます。今回の法改正に伴いまし

て、軽減判定にかかる所得を見直すものでござい

ます。  

国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準

につきましては、５割軽減の対象となる世帯の軽

減 判 定 所 得 を ２ ７ 万 円 か ら ２ ７ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円

に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を

４９万円から５０万円に引き上げて、それぞれ対

象世帯を拡大するものでございます。このことに

よりまして、一定所得以下の世帯に対する国保税

の軽減が図られるものでございます。  

３つ目の改正は、特例対象被保険者等にかかる

申告時における添付書類の省略につきまして、文
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言を修正するものでございます。内容といたしま

しては、会社都合によりまして、社会保険の資格

を喪失した方につきまして、申告によりまして前

年の給与所得を３０％として、国民健康保険税を

算定するという制度がございます。これまでは、

ハローワークから雇用保険受給者証をご持参いた

だきまして、会社都合である事実を確認しており

ましたが、改定後は、マイナンバーを活用いたし

まして、ハローワークから離職事由の確認が可能

となりますことから、添付書類の省略ができる旨

につきまして、文言の修正をいたしたものであり

ます。  

簡単ではございますが、以上が主な改正内容と

な っ て ご ざ い ま す 。 よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま

す。  

説明が終わりました。このことにつきまして、

ご質問のある委員の方。どうぞ。  

国民健康保険税の減額なのですが、この東大和

市では、５割軽減の対象となる世帯というのが、

どの位の割合でいるのか。２割軽減の対象となる

のは、どの位の割合でいるのかというのが、これ

だと書いていないのですけど、どの位の割合なの

でしょうか。  

平成３０年度の当初課税につきましては、７月

に行われますので、平成２９年度の課税をベース

に、お答えさせていただきます。  

５割の対象の世帯につきましては、１，３５１

世帯、２割の対象といたしましては、１，３７８

世帯。これが今回の判定に伴いまして、軽減対象
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外から２割軽減となる世帯は、試算でございます

が６２世帯の増。また２割軽減から５割軽減の対

象となる世帯につきましては、３０世帯の増と、

考えております。  

ほかにございますか。  

よ ろ し い で し ょ う か 。 そ れ で は 、 「 日 程 第 ４  

東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について」を終了させていただきます。  

続きまして、「日程第５  その他」ということ

で、事務局から何かございますか。  

今回机上に配布させていただきました２冊の冊

子がございます。「東大和市国民健康保険第２期

データヘルス計画」ともう１冊は、「東大和市国

民健康保険第３期特定健康診査実施計画」でござ

います。今回は６年の計画を作成いたしました。

３年で見直しをします。計画に基づきまして、健

康診査、またデータヘルス計画等、着実に実施し

てまいりたいと考えてございます。内容につきま

しては、ご一読いただきまして、ご質問等ござい

ましたら、事務局にお問い合わせをいただければ

と存じます。よろしくお願いいたします。  

はい、どうもありがとうございました。  

補 足 さ せ て い た だ き ま す と 、 こ の 計 画 の 中 に

は、特定健診とか、特定保健指導の具体的に何％

にするとか、具体的な数値が入っています。それ

を目標に、今後３年間やっていくわけですが、達

成した場合には、国からの交付金が余計割増しで

交付されるとか、この計画について基づいて保健

事業を推進していくことをご理解いただければと
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思います。以上でございます。  

あ り が と う ご ざ い ま し た 。 ほ か に ご ざ い ま す

か。  

２点ご報告をさせていただきます。１点目、委

員の皆様に机上にお配りしております、「東大和

市国保だより」についてであります。平成３０年

度から国民健康保険制度が変わることから、初め

て国民健康保険の広報誌を発行しました。主な内

容といたしまして、国民健康保険の広域化の概要

や変更点、平成３０年度の保険税率等の改訂、健

康保持増進、業務の適正化にかかる取組、よくあ

る質問であります。国民健康保険の広域化につき

ましては、市民の皆様に広くお伝えする必要があ

ることを考えまして、５月１４日から１週間程度

か け ま し て 、 全 戸 配 布 さ せ て い た だ い て お り ま

す。  

２点目は「国保だより」の６ページの健康の保

持増進医療費の適正化に向けてという題名の１番

下のところにあります、「東大和市ロンドみんな

の体育館との連携事業について」明記させていた

だいております。この「東大和市ロンドみんなの

体育館との連携事業」内容といたしましては、特

定健康診査や特定保健指導、人間ドック、または

脳ドックを受けた方は、東大和市ロンドみんなの

体育館のトレーニング室の利用ですとか、健康体

操やヨガ等の当日参加型教室を無料で体験できる

というものになります。これにより、運動を習慣

化する機会を提供し、長期的には健康寿命の延伸

に資するものになるのが狙いです。同行者につき
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ましては、お一人のみ、一緒に無料体験が可能と

しております。後ほどご覧ください。私からは以

上になります。  

はい、ありがとうございます。ほかにございま

すか。よろしいですか。なければ「日程第５  そ

の他」を終了とさせていただきたいと思います。  

それでは、これをもちまして、本日の日程を全

て終了とさせていただきます。  

本日はありがとうございました。  

 


